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公益財団法人日本高等教育評価機構ファッション・ビジネス系専門職大学院 

評価に係る評価報告書案の構成及び判定等に関する細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は、公益財団法人日本高等教育評価機構（以下「本機構」という。） 

のファッション・ビジネス系専門職大学院認証評価に関する規程（以下「評価規程」と

いう。）第１０条第４項の定めにより、評価報告書案の構成及び判定等に関し必要な事

項を定める。 

 

（適合） 

第２条 本機構が定めるファッション・ビジネス系専門職大学院評価基準（以下「評価基

準」という。）を満たしているとファッション・ビジネス系専門職大学院評価判定委員

会（以下「判定委員会」という。）が判断した専門職大学院に対し、「適合」と判定す

る。 

 

（不適合） 

第３条 本機構が定める評価基準のうち、満たしていない基準があると判定委員会が判断

した専門職大学院に対し、「不適合」と判定する。 

２ 評価の過程において、虚偽報告や事実の隠蔽等重大な社会的倫理に反する行為が意図

的に行われていると判定委員会が判断した専門職大学院に対し、「不適合」と判定する

ことができる。 

 

（基準ごとの評価） 

第４条 判定委員会は、基準項目ごとの評価を踏まえ、基準ごとに「基準を満たしてい

る」又は「基準を満たしていない」のいずれかで評価を行う。 

２ 全ての基準項目を満たしている場合は、「基準を満たしている」と評価する。 

３ 基準１から基準４までにおいて、満たしていない基準項目がある場合、その基準の総

合的な状況を勘案して、教育研究等の質が担保されていると判定委員会が確認できる場

合は「基準を満たしている」と評価する。 

４ 基準１から基準４までにおいて、満たしていない基準項目がある場合、その基準の総

合的な状況を勘案して、教育研究等の質が担保されていると判定委員会が確認できない

場合は「基準を満たしていない」と評価する。 

５ 基準５において、満たしていない基準項目がある場合は「基準５を満たしていな

い。」と評価する。 

 

 （基準項目ごとの評価） 

第５条 判定委員会は、「評価の視点」の内容を踏まえ、基準項目ごとの状況を勘案し、

「基準項目を満たしている」又は「基準項目を満たしていない」のいずれかで評価を行

い、その「理由」を記述する。 

２ 専門職大学院の分野の特性、規模や地域性を考慮し、「優れた点」、「改善を要する



 

 

2 

点」、「参考意見」を記述する。 

３ 「優れた点」は、使命・目的及び質保証などに照らして、「優れている」と判断した事

項であり、質の保証及び向上に寄与する取組み、個性・特色があり一定の成果を挙げて

いる取組み、先進的で一定の成果を挙げている取組み、十分に成果を挙げている取組み、

十分に整備され機能している取組み、又は他専門職大学院の模範となるような取組みな

どがある場合に記述する。 

４ 「改善を要する点」がある場合は、「基準項目を満たしていない」と評価することが

できる。 

５ 「改善を要する点」は、使命・目的及び質保証などに照らして、「早急に改善の取組み

が必要」と判断した事項であり、整備が不十分でほとんど機能していない場合、本機構

の評価基準を明らかに満たしていない場合、又は専門職大学院設置基準などに抵触する

恐れがあるなど、現状のままでは専門職大学院運営に支障をきたす可能性がある重大な

不備事項（定員充足率、専任教員数など）などがある場合に記述する。 

６ 「参考意見」は、使命・目的及び質保証などに照らして、「更なる取組みが望ましい」

と判断した事項であり、整備はされているがあまり機能していない場合、又は整備・充

実が望ましいがその対応については専門職大学院に判断を委ねる場合に記述する。 

 

 （評価報告書案の構成） 

第６条 評価報告書案は、「評価結果」、「総評」、「基準ごとの評価」で構成する。 

２ 前項の「評価結果」は、「判定」、「基準ごとの評価」は、基準ごとの「評価」及び

基準項目ごとの「評価」、「理由」、「優れた点」、「改善を要する点」、「参考意

見」で構成する。 

 

 （改廃） 

第７条 この細則の改廃は、判定委員会の議を経て理事長が決定する。 

 

   附 則 

１ この細則は、令和元年６月４日から施行する。 

２ 公益財団法人日本高等教育評価機構ファッション・ビジネス系専門職大学院評価の判

定に関する細則は、廃止する。 

   附 則 

この細則は、令和２年４月１日から施行する。 

 


